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意 見 

１ 該当箇所 

消費者契約法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)31条 2号 

２ 意見の趣旨 

上記の 31条 2号には「これらの手続の実施に支障を及ぼすおそれがな

いと認められるもの」という限定が付されているが、むしろ、「これらの

手続の実施に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。」として、積極的に

弊害が予想される場合に限って例外的に不提供とするべきである。 

３ 意見の理由 

  消費者契約法の改正の趣旨は、適格消費者団体に対して、現在は結果

概要として公表されているものよりも情報提供の範囲を拡大する点にあ

ると理解している。しかし、改正案に付された上記の限定を厳しく解す

ると、結果的に情報提供の範囲が拡大されなくなる可能性がある。そこ

で、提供をしない場合が例外的であることを明確にすべきである。 

 

 


